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河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
照
屋
寛
徳
君
提
出
「
テ
ロ
対
策
特
措
法
」
「
イ
ラ
ク
特
措
法
」
に
基
づ
き
派
遣
さ
れ
た
自
衛
隊
員
の
自
殺
に
関

す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
照
屋
寛
徳
君
提
出
「
テ
ロ
対
策
特
措
法
」
「
イ
ラ
ク
特
措
法
」
に
基
づ
き
派
遣
さ
れ
た
自
衛
隊
員
の
自
殺

に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
十
六
人
の
内
訳
に
つ
い
て
は
、
イ
ラ
ク
に
お
け
る
人
道
復
興
支
援
活
動
及
び
安
全
確
保
支
援
活
動
の
実
施
に
関

す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
に
基
づ
く
活
動
に
従
事
し
た
隊
員
で
帰
国
後
に
自
殺
し
た
者
が
八

人
で
あ
り
、
平
成
十
三
年
九
月
十
一
日
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
発
生
し
た
テ
ロ
リ
ス
ト
に
よ
る
攻
撃
等
に
対
応
し
て

行
わ
れ
る
国
際
連
合
憲
章
の
目
的
達
成
の
た
め
の
諸
外
国
の
活
動
に
対
し
て
我
が
国
が
実
施
す
る
措
置
及
び
関
連
す
る
国
際

連
合
決
議
等
に
基
づ
く
人
道
的
措
置
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
十
三
号
）
に
基
づ
く
活
動
に
従
事
し

た
隊
員
で
帰
国
後
に
自
殺
し
た
者
が
八
人
で
あ
る
が
、
個
人
が
特
定
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
関
係
者
の

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
等
の
観
点
か
ら
、
お
答
え
を
差
し
控
え
た
い
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
十
六
人
に
つ
い
て
は
、
自
衛
隊
施
設
内
で
自
殺
し
た
隊
員
が
五
人
、
そ
れ
以
外
の
場
所
で
自
殺
し
た
隊
員
が
十

一
人
で
あ
る
。
ま
た
、
遺
書
に
つ
い
て
は
、
遺
族
と
の
関
係
も
あ
り
、
そ
の
存
否
を
含
め
、
防
衛
省
と
し
て
お
答
え
を
差
し

一



控
え
た
い
。

三
に
つ
い
て

各
自
衛
隊
に
お
い
て
は
、
死
亡
し
た
隊
員
の
死
因
に
つ
い
て
、
死
亡
診
断
書
等
に
よ
り
把
握
し
て
い
る
。

業
務
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
、
各
自
衛
隊
に
お
い
て
、
必
要
に
応
じ
、
死
亡
前
の
業
務
の
実
施
状
況
等
を
調
査
し
、
当

該
業
務
と
死
亡
と
の
間
に
相
当
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二

十
七
年
法
律
第
二
百
六
十
六
号
）
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百

九
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
務
上
の
災
害
と
し
て
一
般
職
の
国
家
公
務
員
と
同
様
の
補
償
が
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

な
お
、
御
指
摘
の
病
死
し
た
合
計
七
人
の
う
ち
、
派
遣
先
で
の
業
務
が
原
因
と
し
て
公
務
上
の
災
害
と
認
め
ら
れ
た
者
は

一
人
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
勤
務
中
の
職
務
放
棄
、
逃
亡
、
失
踪
の
者
」
の
意
味
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
死
因
が
事
故
又
は

不
明
の
者
の
内
訳
に
つ
い
て
は
、
交
通
事
故
に
よ
る
も
の
が
陸
上
自
衛
隊
四
人
及
び
海
上
自
衛
隊
二
人
、
転
倒
又
は
転
落
に

二



よ
る
も
の
が
陸
上
自
衛
隊
一
人
、
溺
水
に
よ
る
も
の
が
海
上
自
衛
隊
一
人
、
そ
の
他
不
慮
の
事
故
に
よ
る
も
の
が
陸
上
自
衛

隊
一
人
及
び
海
上
自
衛
隊
一
人
、
調
査
中
等
で
あ
る
た
め
死
因
が
明
ら
か
で
な
い
も
の
が
海
上
自
衛
隊
二
人
で
あ
る
。

防
衛
省
に
お
い
て
隊
員
の
死
亡
を
確
認
し
た
場
合
に
は
、
死
亡
の
日
時
及
び
場
所
並
び
に
死
因
を
遺
族
に
お
伝
え
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三


